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齋
藤
素
巖
ら
と
構
造
社
を
結
成
、「
芸
術
の

実
際
化
」
を
目
指
し
、
各
種
ス
ポ
ー
ツ
競
技

会
な
ど
の
メ
ダ
ル
を
制
作
し
、
リ
ー
ダ
ー
的

な
役
割
を
果
た
し
た（

２

。）

本
稿
で
は
日
名
子
が
関
わ
り
、
今
ま
で
の

も
の
を
改
正
し
た
「
帝
国
軍
人
後
援
会
の
徽

章
」
と
「
軍
人
傷
痍
記
章
」、
日
名
子
の
図

案
が
途
中
で
変
更
さ
れ
た
「
支
那
事
変
従
軍

記
章
」の
三
つ
の
記
章
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、

そ
の
改
正
や
図
案
変
更
の
背
景
、
意
味
合
い

31

戦
時
下
、
日
名
子
実
三
が
関
わ
っ
た
三
つ
の
記
章

香  

川

芳  

文

︱
そ
の
改
正
の
背
景
と
図
案
変
更
に
つ
い
て
︱

は
じ
め
に

記
章（

1

と）

は
、バ
ッ
ジ
や
メ
ダ
ル
、リ
ボ
ン
な
ど
で
、属
し
て
い
る
団
体
や
組
織
、身
分
、

職
業
、
資
格
な
ど
を
示
す
た
め
に
、
衣
服
に
付
け
る
し
る
し
で
あ
り
、
徽
章
と
同
じ

意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
戦
前
に
は
、
従
軍
記
章
、
記
念
章
（
国
家
的
行
事
へ
の
参
加
者

や
国
家
事
業
の
関
係
者
に
授
与
）
な
ど
、
現
在
に
比
べ
、
多
く
の
記
章
が
国
家
か
ら
授

与
さ
れ
た
。
ま
た
、
帝
国
在
郷
軍
人
会
や
愛
国
婦
人
会
な
ど
様
々
な
団
体
で
徽
章
が

製
作
さ
れ
た
。

こ
の
記
章
や
メ
ダ
ル
の
デ
ザ
イ
ン
で
活
躍
し
た
の
が
、
大
分
県
出
身
の
彫
刻
家

日ひ

な

ご
名
子
実じ
つ
ぞ
う三

（
一
八
九
三
〜
一
九
四
五
）
で
あ
る
。
日
名
子
は
、
人
体
像
の
彫
刻
の
ほ

か
、
各
種
メ
ダ
ル
や
大
型
の
記
念
碑
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
活
動
で
彫
刻
芸
術
の
普
及

に
貢
献
し
た
。
例
え
ば
、
日
本
サ
ッ
カ
ー
協
会
の
三
本
足
の
烏
の
八や

咫た

烏が
ら
すが
サ
ッ
カ

ー
ボ
ー
ル
を
足
で
押
さ
え
る
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
（
図
1

以
前
の
選
手
証
の
表
面
に
使

用
さ
れ
た
も
の
、
現
在
の
マ
ー
ク
は
こ
れ
を
一
部
変
更
し
、
二
〇
一
六
年
に
製
作
さ
れ
た
）

や
宮
崎
県
の
「
八あ
め
つ
ち紘
之の

基も
と
は
し
ら
柱
」（
現
在
の
名
称
は
「
平
和
の
塔
」、「
八
紘
一
宇
の
塔
」
と

も
い
う
）
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
日
名
子
は
、
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）、

に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
戦
時
下
の
日
本
社
会
に
お
い
て
、
記
章
が
果
た
し
た

役
割
の
一
側
面
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
ま
た
、
そ
の
中
で
日
名
子
が
図
柄
の
モ
チ

ー
フ
と
し
て
用
い
た
八
咫
烏
に
注
目
し
て
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

一

帝
国
軍
人
後
援
会
の
八
咫
烏
へ
の
徽
章
改
正

ま
ず
、
口
絵
１
の
帝
国
軍
人
後
援
会
の
徽
章
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
こ
の
徽
章 図１　
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の
金
・
銀
に
よ
り
、
会
員
の
ラ
ン
ク
が
変
わ
る
が
、
鳳
凰
の
中
心
に
六
角
星
の
あ
る

デ
ザ
イ
ン
は
同
じ
で
あ
る
。

明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
の
日
露
戦
争
に
よ
り
、
会
の
活
動
は
拡
大
し
て
い
く
。

明
治
三
十
八
年
に
は
、日
露
戦
争
で
負
傷
し
た
傷
痍
軍
人
に
図
４
の「
忠
勇
桜
花
徽
章
」

を
贈
る
事
業
を
始
め
る（

6

。）

赤
い
七
宝
で
作
ら
れ
た
桜
花
の
中
心
に
「
忠
勇
」
と
書
か

れ
、
ピ
ン
の
部
分
は
砲
弾
を
模
っ
て
い
る
。
こ
の
徽
章
は
、
国
家
が
傷
痍
軍
人
に
授

与
す
る
「
軍
人
傷
痍
記
章
」
に
先
行
す
る
も
の
で
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
の
「
軍

人
傷
痍
記
章
条
例
」
の
制
定
に
よ
り
廃
止
と
な
る
が
、
い
ち
早
く
、
傷
痍
軍
人
に
対

す
る
徽
章
授
与
を
始
め
て
い
る
会
の
活
動
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）、
会
は
救
護
活
動
を
生
活
保
護
、
小
児
保
育
、
慰
問

保
護
に
分
け
て
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
明
治
三
十
九
年
、
会
の
活
動

が
遺
族
だ
け
で
な
く
軍
人
全
般
の
後
援
に
拡
大
し
た
こ
と
か
ら
、
会
名
を
帝
国
軍
人

に
は
、
八
咫
烏
が
図
柄
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。『
社
団
法
人
帝
国
軍

人
後
援
会
史
』
に
よ
る
と
、
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
に
「
徽
章
改
正
、
八
咫
烏
ヲ

以
テ
皇
軍
後
援
ヲ
象
徴
セ
ル
モ
ノ
ト
ス（

3

」）

と
あ
り
、
今
ま
で
の
徽
章
を
改
正
し
て
、

新
た
に
誕
生
し
た
徽
章
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
、
そ
の
制
作
者
に
つ
い
て
特

に
明
記
さ
れ
て
い
る
資
料
は
見
あ
た
ら
な
い
。

帝
国
軍
人
後
援
会
は
、
日
清
戦
争
後
の
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
に
軍
人
遺

族
救
護
義
会
と
し
て
創
立
さ
れ
た
。
日
本
の
初
め
て
の
対
外
戦
争
で
あ
る
日
清
戦
争

で
は
、
明
治
天
皇
が
広
島
市
に
大
本
営
を
置
き
、
帝
国
議
会
が
広
島
市
で
開
会
さ
れ

た
。
そ
こ
で
、
当
時
の
衆
議
院
議
員
二
人
が
、
広
島
に
国
会
記
念
碑
を
建
設
し
よ
う

と
基
金
を
募
り
始
め
、
征
清
総
督
府
参
謀
長
の
川
上
操
六
に
会
い
、
賛
同
を
願
い
出

た
と
こ
ろ
、
川
上
か
ら
は
「
今
は
挙
国
全
力
で
軍
事
を
後
援
す
る
時
で
あ
る
。
碑
の

建
設
は
不
急
の
事
業
で
現
状
に
あ
わ
な
い
。」
と
い
う
言
葉
を
も
ら
う
。
当
時
の
在
郷

軍
人
の
状
況
を
見
る
と
、
家
計
の
窮
乏
か
ら
召
集
・
従
軍
の
忌
避
、
逃
亡
を
企
て
る

者
も
あ
り
、
戦
病
死
軍
人
遺
族
の
窮
乏
は
悲
惨
を
極
め
、
軍
の
士
気
に
も
影
響
が
出

て
い
た
。
そ
こ
で
、
二
人
は
遺
族
を
救
護
し
、
軍
人
の
後
顧
の
憂
い
を
除
く
た
め
の

組
織
作
り
に
活
動
を
変
更
し
、
戦
死
軍
人
の
遺
族
、
従
軍
中
傷
病
死
軍
人
の
遺
族
で

貧
窮
な
者
を
救
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
軍
人
遺
族
救
護
義
会
を
設
立
、
会
員
を

募
集
す
る
こ
と
に
な
る（

4

。）

こ
の
会
の
定
款（

5

で）

は
、
紀
章
は
六
角
星
と
さ
れ
た
（
図
２
）。
陸
軍
を
象
徴
す
る

五
芒
星
は
、
後
に
設
立
さ
れ
る
帝
国
在
郷
軍
人
会
等
の
徽
章
の
デ
ザ
イ
ン
の
中
に
取

り
入
れ
ら
れ
る
が
、
な
ぜ
六
角
星
と
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
会
員

は
、
会
費
の
負
担
額
の
違
い
に
よ
り
、
終
身
、
特
別
、
普
通
（
後
に
賛
助
）
会
員
の

三
種
類
に
分
か
れ
、
会
費
と
寄
付
金
が
会
の
運
営
費
に
な
っ
た
。
図
３
は
、
帝
国
軍

人
後
援
会
の
時
の
特
別
会
員
に
与
え
ら
れ
た
徽
章
で
、
リ
ボ
ン
の
色
や
メ
ダ
ル
の
色

図２

図３
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か
ら
、
活
動
が
重
な
る
両
会
が
連
携
す
る
よ
う
に
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
大
正
二
年

（
一
九
一
三
）
に
は
、
伏
見
宮
が
会
の
総
裁
と
な
っ
た（

8

。）

そ
し
て
、
各
師
団
長
が
本
部

顧
問
と
な
る
な
ど
連
携
が
進
め
ら
れ
た
。こ
の
年
、前
述
し
た
よ
う
に「
忠
勇
桜
花
徽
章
」

は
廃
止
さ
れ
る
が
、
翌
年
に
は
、
傷
痍
軍
人
の
家
族
も
保
護
す
る
よ
う
活
動
の
範
囲

を
拡
大
す
る
。
ま
た
、
大
正
八
年
に
は
、
有
功
会
員
に
総
裁
伏
見
宮
よ
り
直
接
徽
章

を
授
け
る
「
親
授
」
が
始
ま
る（

9
。）

大
正
十
一
年
の
総
裁
宮
御
殿
で
の
親
授
式
の
際
に
は
、

特
別
会
員
以
上
は
新
宿
御
苑
、
有
功
会
員
は
宮
城
拝
観
を
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
る（

10

。）

大
正
十
二
年
に
は
伏
見
宮
の
死
去
に
よ
り
、
閑
院
宮
載
仁
親
王
が
総
裁
と
な
る
が
、

ラ
ン
ク
の
高
い
会
員
へ
の
徽
章
親
授
等
は
継
続
さ
れ
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
に
会

員
は
名
誉
、
有
功
、
特
殊
、
特
別
、
通
常
、
賛
助
会
員
の
六
種
に
変
更
さ
れ
、
翌
年

に
は
特
殊
会
員
に
も
徽
章
が
親
授
さ
れ
る
よ
う
に
な
り（

11
、）

親
授
の
範
囲
は
拡
大
す
る
。

会
費
等
を
多
く
負
担
す
る
会
員
を
特
別
待
遇
す
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
会
員
を
多

後
援
会
と
改
め（

7

、）

会
員
は
有
功
、
特
別
、

通
常
、
賛
助
の
四
種
類
と
な
っ
た
。

ま
た
、
日
露
戦
争
に
際
し
て
は
、
こ

の
会
と
同
様
の
目
的
で
、
内
務
省
管
轄

の
帝
国
軍
人
援
護
会
が
、
有
栖
川
宮

威
仁
親
王
を
総
裁
と
し
て
設
立
さ
れ

る
が
、
こ
の
会
は
日
露
戦
争
後
の
明
治

三
十
九
年
に
解
散
す
る
。

明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
に
は
、

帝
国
在
郷
軍
人
会
（
一
九
一
〇
年
発
足
）

と
の
連
携
が
進
む
。
帝
国
在
郷
軍
人
会

総
裁
を
つ
と
め
る
伏
見
宮
貞
愛
親
王

く
募
集
す
る
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
親
王
よ
り
親

授
さ
れ
た
徽
章
は
、
ま
さ
に
「
名
誉
」
を
表
す
も
の
に
な
る
。

昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
に
は
、
満
州
事
変
が
始
ま
り
、
軍
の
出
動
が
相
次
ぐ
中
で
、

翌
年
、
支
会
に
本
部
課
員
の
主
事
を
置
き
事
務
を
専
任
さ
せ
、
内
務
省
社
会
局
長
官

を
本
部
顧
問
に
増
員
す
る
な
ど
の
組
織
改
正
を
行
い
、
活
動
を
充
実
さ
せ
る
。

満
州
事
変
後
に
は
、
軍
人
援
護
の
団
体
が
相
次
い
で
生
ま
れ
た
よ
う
で
、
個
別
に

資
金
を
集
め
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
色
々
な
弊
害
が
生
ま
れ
た
た
め
、
昭
和

八
年
、
陸
軍
省
は
各
団
体
の
理
事
者
を
東
京
偕
行
社
に
集
め
て
合
同
を
斡
旋
す
る
。

こ
の
会
合
で
は
合
同
の
合
意
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
事
業
を
統
制
し
、
軍
事
の
援

護
の
重
複
、
欠
如
が
な
い
よ
う
に
協
定
を
結
ぶ
こ
と
に
な
っ
た（

12

。）

こ
の
年
、
帝
国
軍
人
後
援
会
で
は
、「
殉
国
相
伝
牌
」
の
制
定
を
行
う
。
満
州
事
変

の
戦
死
者
の
う
ち
、
過
去
の
戦
争
で
祖
父
や
父
な
ど
に
戦
死
者
を
出
し
て
い
た
家
に
、

そ
の
「
名
誉
」
を
表
彰
す
る
た
め
に
こ
の
牌
額
を
贈
る
事
業
で
あ
る（

13

。）

日
清
戦
争
か

ら
長
く
続
く
対
外
戦
争
の
中
で
、
二
世
代
に
渡
り
、
戦
死
者
が
あ
っ
た
家
も
出
る
こ

と
に
な
り
、
厭
戦
感
情
が
起
こ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、「
名
誉
の
戦
死
」
で
あ
る
こ

と
を
表
彰
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
図
５
の
「
殉
国
相
伝
牌
」
を
制
作

し
た
の
が
、
日
名
子
実
三
で
あ
っ
た
。
図
柄
の
中
心
は
、
右
手
を
横
に
伸
ば
し
、
左

手
に
剣
を
持
っ
た
「
武
神
」
で
、
古
代
の
甲
冑
を
身
に
着
け
、
勾
玉
の
首
飾
り
を
付

け
て
、
雲
に
乗
っ
て
い
る
。
後
に
彼
が
制
作
し
た
「
軍
人
傷
痍
記
章
」（
口
絵
２
）
の

中
央
に
配
さ
れ
た
「
武
神
」
の
顔
の
デ
ザ
イ
ン
と
重
な
る
。
日
名
子
は
、
昭
和
三
年

（
一
九
二
八
）
か
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
に
よ
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
空
気
の
中
で
、
愛
国
心
や
民
族
の
誇
り
を
意
識
さ
せ
ら
れ
た
結
果
、
翌
年
帰
国

以
後
の
メ
ダ
ル
な
ど
に
は
『
日
本
書
紀
』
や
『
風
土
記
』
に
登
場
す
る
武
神
た
ち
が

主
題
と
し
て
数
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る（

14

。）

戦時下、日名子実三が関わった三つの記章―その改正の背景と図案変更について—

図４
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師
範
学
校
が
六
十
周
年
を
迎
え
、
昭
和
六
年
に
は
学
校
の
廃
止
反
対
運
動
が
起
こ
る

中
で
、
日
本
の
サ
ッ
カ
ー
を
作
っ
た
中
村
と
東
京
高
等
師
範
学
校
の
業
績
を
後
に
伝

え
る
た
め
、
こ
の
マ
ー
ク
を
提
案
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
言
わ
れ
て
い
る（

16

。）

さ
て
、
帝
国
軍
人
後
援
会
の
新
し
い
徽
章
の
話
に
戻
す
と
、
陸
軍
省
に
よ
る
軍
事

援
護
団
体
の
合
同
が
進
む
中
で
、
四
十
周
年
を
迎
え
る
同
会
で
は
、
前
述
し
た
よ
う

に
色
々
な
広
報
宣
伝
活
動
を
通
じ
て
、
一
般
の
国
民
に
会
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
し
、

会
員
の
画
期
的
な
拡
大
を
目
指
し
て
い
た
。
口
絵
３
は
そ
の
時
に
出
さ
れ
た
絵
葉
書

で
、
こ
こ
に
も
、
八
咫
烏
が
描
か
れ
て
い
る
。
原
画
を
描
い
た
の
は
「
彫
工

実
三
」、

す
な
わ
ち
日
名
子
実
三
で
あ
る
。
八
咫
烏
の
三
本
足
の
下
に
は
、
中
国
大
陸
が
描
か

れ
、
ま
さ
に
、
八
咫
烏
に
よ
っ
て
中
国
に
進
出
す
る
日
本
軍
を
後
援
す
る
と
い
う
意

味
合
い
を
持
た
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
絵
葉
書
は
、
三
枚
セ
ッ
ト
で
、
図

６
の
絵
葉
書
は
、
日
名
子
が
描
い
た
会
の
旗
と
富
士
山
の
絵
の
中
心
に
総
裁
の
閑
院

宮
の
写
真
を
配
し
た
も
の
、
も
う
一
枚
は
新
た
な
八
咫
烏
の
会
員
徽
章
が
全
種
類
載

せ
ら
れ
た
図
案
で
あ
る
。
今
ま
で
の
徽
章
に
あ
っ
た
リ
ボ
ン
は
な
く
な
る
が
、
会
員

別
の
リ
ボ
ン
の
色
を
新
し
い
八
咫
烏
の
徽
章
の
配
色
に
反
映
さ
せ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。口

絵
３
の
八
咫
烏
が
嘴
を
左
に
向
け
、
両
翼
の
先
を
上
に
円
形
に
広
げ
た
形
は
帝

国
軍
人
後
援
会
の
新
し
い
徽
章
の
デ
ザ
イ
ン
と
類
似
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
図
７
の

日
名
子
が
制
作
し
た
会
の
創
立
四
十
周
年
記
念
メ
ダ
ル
は
、
口
絵
３
の
絵
葉
書
の
八

咫
烏
と
東
ア
ジ
ア
の
地
図
を
リ
ア
ル
に
表
現
し
、
帝
国
軍
人
後
援
会
の
マ
ー
ク
で
あ

る
六
角
星
を
嘴
で
は
さ
み
吊
り
下
げ
た
造
形
と
な
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
、
会
の
新
た

な
ア
ピ
ー
ル
の
中
心
に
八
咫
烏
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

改
め
て
日
名
子
が
以
前
に
デ
ザ
イ
ン
し
た
大
日
本
蹴
球
協
会
の
マ
ー
ク
図
1
と
帝

国
軍
人
後
援
会
の
新
し
い
徽
章
口
絵
１
を
比
較
す
る
と
、
八
咫
烏
の
頭
部
と
嘴
、
尾

そ
し
て
、
牌
の
「
武
神
」
の

指
さ
す
方
向
に
は
、
輝
く
鳥
居

が
描
か
れ
、
鳥
居
の
中
に
は
、

高
い
台
座
の
像
の
影
、
小
さ
い

鳥
居
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
神
社
は
、
大
鳥
居
と
二
の

鳥
居
の
間
に
大
村
益
次
郎
の
像

を
配
置
す
る
靖
国
神
社
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
さ
に
、「
名
誉
の
戦
死
」
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。

軍
事
援
護
団
体
の
合
同
が
陸
軍
省
に
よ
り
進
め
ら
れ
る
中
で
、
帝
国
軍
人
後
援
会

は
、
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）、
創
立
四
十
周
年
記
念
式
典
を
翌
年
挙
行
す
る
こ
と
を

発
表
す
る
。
こ
の
機
会
に
会
勢
を
画
期
的
に
拡
大
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
新
聞
の
利

用
、
雑
誌
・
ポ
ス
タ
ー
の
配
布
、
新
た
な
映
画
を
制
作
し
上
映
会
を
開
催
す
る
な
ど

し
て
、
国
民
に
記
念
事
業
を
宣
伝
し
た（

15

。）

こ
の
時
に
、
徽
章
の
改
正
が
行
わ
れ
て
、

最
初
に
紹
介
し
た
八
咫
烏
の
徽
章
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。

日
名
子
実
三
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
「
八
咫
烏
」
の
図
案
と
し

て
は
、
大
日
本
蹴
球
協
会
（
現
日
本
サ
ッ
カ
ー
協
会
）
の
マ
ー
ク
図
1
が
あ
る
。
こ

の
マ
ー
ク
を
発
案
し
た
の
は
、
東
京
高
等
師
範
学
校
（
現
筑
波
大
学
）
の
内
野
台
嶺

教
授
ら
で
、
大
日
本
蹴
球
協
会
の
創
設
に
尽
力
し
、
昭
和
六
年
の
理
事
会
で
、
八
咫

烏
を
協
会
の
マ
ー
ク
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
が
決
定
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、

一
説
に
、
内
野
が
日
本
の
サ
ッ
カ
ー
の
生
み
の
親
と
言
え
る
東
京
高
等
師
範
学
校
の

中
村
覚
之
助
を
「
部
の
護
神
」
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
尊
敬
し
て
お
り
、
そ
の
出
身

地
で
あ
る
「
熊
野
の
神
社
」
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
八
咫
烏
を
、
協
会
の
マ
ー
ク
と
し

て
提
案
し
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
五
年
に
は
東
京
高
等

図５
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戦時下、日名子実三が関わった三つの記章―その改正の背景と図案変更について—

羽
、
三
本
の
足
の
表
現
方
法
に
共
通
点

が
見
ら
れ
る
。
昭
和
十
年
に
こ
の
新
し

い
徽
章
が
制
作
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
日

名
子
が
「
殉
国
相
伝
牌
」
な
ど
帝
国
軍

人
後
援
会
の
製
作
物
の
デ
ザ
イ
ン
を
担

当
し
て
お
り
、
徽
章
が
制
作
さ
れ
た
の

と
同
時
期
の
創
立
四
十
周
年
に
関
連
す

る
八
咫
烏
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
絵
葉
書

や
メ
ダ
ル
の
デ
ザ
イ
ン
を
行
っ
て
い
る

と
い
う
事
実
は
、
徽
章
の
デ
ザ
イ
ン
に

も
日
名
子
が
関
与
し
て
い
た
可
能
性
を

示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
帝
国
軍
人
後
援
会
の
置
か

れ
て
い
る
状
況
は
、
前
述
し
た
東
京
高

等
師
範
学
校
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
と

類
似
し
て
い
る
。日
名
子
の
脳
裏
に
は
、

帝
国
軍
人
後
援
会
の
存
続
、
あ
る
い
は

そ
の
歴
史
を
残
す
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、

以
前
に
使
用
し
た
八
咫
烏
が
思
い
浮
か

ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。

帝
国
軍
人
後
援
会
と
し
て
は
、
陸
軍

省
に
よ
る
軍
事
援
護
団
体
の
合
同
が
進
む
中
で
、
歴
史
あ
る
今
ま
で
の
鳳
凰
と
六
角

星
の
徽
章
の
デ
ザ
イ
ン
を
変
え
る
こ
と
は
、
大
き
な
冒
険
と
言
え
る
。
し
か
し
、
会

の
新
し
い
徽
章
に
六
角
星
は
残
り
、
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
八
咫
烏
を
徽
章
に
用
い
る

こ
と
で
、
国
民
に
は
会
員
の
募
集
へ
の
宣
伝
効
果
が
期
待
で
き
、
国
や
軍
に
対
し
て

は
、
当
時
の
中
国
で
戦
う
軍
を
後
援
す
る
と
い
う
会
の
活
動
を
示
し
、
会
の
存
在
意

義
を
主
張
す
る
こ
と
に
つ
な
げ
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
三
月
に
は
、
会
の
創
立
四
十
周
年
記
念
式
典
を
予
定

し
て
い
た
が
、
二
・
二
六
事
件
な
ど
が
起
こ
り
、
延
期
し
て
六
月
に
丸
の
内
の
帝

国
劇
場
で
記
念
式
典
を
挙
行
し
、
会
員
数
も
画
期
的
に
増
加
し
た（

17

。）

そ
し
て
、
昭
和

十
三
年
十
二
月
一
日
、
帝
国
軍
人
後
援
会
は
四
十
三
年
の
歴
史
を
終
え
解
散
し
、
八

咫
烏
の
徽
章
も
四
年
足
ら
ず
で
そ
の
役
割
を
終
え
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
帝
国
軍
人
後
援
会
な
ど
の
民
間
の
三
つ
の
軍
事
援
護
団
体
は
合
同
し
、

朝
香
宮
鳩
彦
王
を
総
裁
、
陸
軍
大
将
奈
良
武
次
を
会
長
と
す
る
恩
賜
財
団
軍
人
援
護

会
が
設
立
さ
れ
、
解
散
後
の
三
団
体
の
残
余
財
産
は
恩
賜
財
団
に
寄
付
さ
れ
た
。

二

軍
人
傷
痍
記
章
の
改
正

次
に
取
り
上
げ
る
の
が
、
日
名
子
実
三
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
「
軍
人
傷
痍
記
章
」
で

あ
る
。
こ
の
記
章
も
、
以
前
の
記
章
を
改
正
し
新
し
く
制
作
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
記
章
が
作
ら
れ
た
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
の
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
に
は
、「
傷

痍
軍
人
の
名
誉
を
表
徴

明
朗
、
美
麗
な
改
正
記
章
授
与
」
と
い
う
見
出
し
で
、
戦

争
で
傷
つ
き
あ
る
い
は
公
務
の
た
め
傷
を
受
け
た
傷
病
軍
人
に
授
与
さ
れ
る
記
章
が

改
正
さ
れ
る
と
い
う
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る（

18

。）

こ
の
新
し
く
改
正
さ
れ
た
口
絵
２
の
記
章
は
、
勲
章
な
ど
は
別
に
し
て
、
非
常
に

立
派
な
印
象
を
受
け
る
。
記
章
の
大
き
さ
は
約
三
セ
ン
チ
、
中
央
の
円
に
「
武
神
像
」、

そ
れ
を
中
心
に
放
射
状
に
、
透
明
の
赤
い
七
宝
の
古
代
の
楯
が
四
方
に
、
桜
の
透
か

し
の
あ
る
鏃
が
斜
め
四
方
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
楯
と
鏃
は
戦
争
の
攻
防
を
、
楯
の

図６図７
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赤
色
は
赤
誠
で
国
に
尽
く
す
こ
と
と
赤
十
字
の
形
を
意
味
し
て
い
る
。裏
面
に
は「
軍

人
傷
痍
記
章
」「
戦
傷
」ま
た
は「
公
傷
」の
文
字
が
刻
ま
れ
、純
銀
製
で
、「
戦
傷
記
章
」

は
す
べ
て
金
メ
ッ
キ
、「
公
傷
記
章
」
は
武
神
像
部
の
み
金
メ
ッ
キ
と
な
っ
て
い
る
。

日
名
子
が
嘱
託
を
務
め
る
造
幣
局
で
製
造
さ
れ
た
。

国
が
制
定
し
た
傷
痍
軍
人
に
記
章
を
授
与
す
る
法
令
は
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）、

「
軍
人
傷
痍
記
章
条
例
」
と
し
て
、
初
め
て
公
布
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
大
正
十
三
年
に

条
例
が
改
正
さ
れ
「
軍
人
傷
痍
記
章
令
」
と
な
り
、
何
回
か
の
改
正
を
へ
て
、
昭
和

十
三
年
（
一
九
三
八
）、
記
章
の
デ
ザ
イ
ン
を
変
え
る
こ
の
改
正
が
行
わ
れ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
記
章
の
法
令
が
制
定
さ
れ
る
前
は
、
帝
国
軍
人
後
援
会
に
よ
り
、

「
忠
勇
桜
花
徽
章
」
が
、
日
露
戦
争
で
負
傷
し
た
傷
痍
軍
人
に
贈
与
さ
れ
て
い
た
。
大

正
二
年
の
条
例
に
よ
り
国
家
が
初
め
て
定
め
た
「
軍
人
傷
痍
記
章
」
は
、
図
８
の
よ

う
に
、楯
を
デ
ザ
イ
ン
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。上
に
桜
花
の
模
様
が
あ
り
、中
央
に「
戦

傷
」
ま
た
は
「
公
傷
」
の
文
字
が
刻
ま
れ
、
暗
色
金
属
で
、
文
字
が
金
に
な
る
も
の

も
あ
る
。
桜
の
デ
ザ
イ
ン
は
「
忠
勇
桜
花
徽
章
」
と
の
関
連
を
想
像
で
き
る
。

こ
の
記
章
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、「
軍
人
恩
給
法
」
で
、
傷
病
の
程
度
に
よ
り
増
加

恩
給
を
受
け
て
い
る
人
が
対
象
で

あ
っ
た
。
一
方
で
、
同
じ
よ
う
に

戦
争
に
よ
り
傷
病
を
負
い
な
が
ら

も
比
較
的
軽
症
の
た
め
、
増
加
恩

給
が
支
給
さ
れ
な
い
人
が
お
り
、

「
一
時
賜
金
廃
兵
」
と
呼
ば
れ
て

い
た
。
彼
ら
は
、
増
加
恩
給
の
支

給
、
軍
人
傷
痍
記
章
の
授
与
を
求

め
請
願
を
行
う
。
記
章
の
授
与
は
、

恩
給
支
給
者
の
資
格
を
示
し
、
国
家
か
ら
「
名
誉
あ
る
負
傷
者
」
と
し
て
認
め
て
も

ら
う
こ
と
だ
っ
た
。
昭
和
六
年
の
改
正
で
、
軍
人
傷
痍
記
章
が
一
時
賜
金
廃
兵
に
授

与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
恩
給
支
給
は
見
送
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
昭
和
六
年
七
月

と
十
月
、
強
硬
派
は
、
明
治
神
宮
前
や
神
宮
橋
付
近
で
断
食
祈
願
に
よ
る
恩
給
の
支

給
を
求
め
る
行
動
を
決
行
す
る
。
九
月
に
満
州
事
変
が
勃
発
し
、
十
月
の
行
動
は
警

察
に
よ
り
阻
止
さ
れ
る
が
、
満
州
事
変
の
拡
大
で
動
員
兵
力
が
増
加
し
、
戦
傷
病
者

が
増
え
る
中
で
、
戦
意
高
揚
を
図
る
た
め
に
も
一
時
賜
金
廃
兵
の
問
題
は
見
の
が
せ

な
い
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
昭
和
八
年
、
恩
給
法
が
改
正
さ
れ
、
一
時
賜
金
廃
兵

な
ど
の
軽
傷
者
の
た
め
に
傷
病
年
金
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

19

。）

一
方
、
軍
は
、
薬
品
の
押
し
売
り
な
ど
を
行
う
廃
兵
の
中
の
一
部
の
不
心
得
者
や

偽
廃
兵
の
取
り
締
ま
り
の
た
め
、
名
誉
の
戦
傷
者
の
体
面
を
ま
も
る
た
め
と
し
て
、

廃
兵
団
体
の
統
一
を
進
め
、
昭
和
十
一
年
に
、
大
日
本
傷
痍
軍
人
会
が
創
設
さ
れ
る
。

戦
争
遂
行
の
た
め
に
、
傷
痍
軍
人
の
意
識
、
行
動
を
国
家
の
側
に
引
き
寄
せ
る
こ
と

が
そ
の
狙
い
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（

20

。）

こ
の
大
日
本
傷
痍
軍
人
会
の
マ
ー
ク
は
、
図

９
の
よ
う
に
、
傷
痍
軍
人
の
記
章
の
楯
の
デ
ザ
イ
ン
を
用
い
、
赤
い
地
色
に
「
傷
痍
」

の
文
字
を
配
置
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
表
札
の
横
な
ど
、
そ
の
家
の
玄
関
付
近
に
貼

ら
れ
る
札
で
、
そ
の
団
体
の
会
員
の
家
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
徽
章
と
セ
ッ
ト
で
作

ら
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。

昭
和
十
二
年
か
ら
の
日
中
戦
争
に
よ
り
、
傷
痍
軍
人
は
激
増
し
、
戦
争
を
遂
行
す

図８

図９



37

戦時下、日名子実三が関わった三つの記章―その改正の背景と図案変更について—

る
た
め
に
、
傷
痍
軍
人
対
策
は
不
可
欠
な
課
題
と
な
る
。
昭
和
十
三
年
一
月
、
政
府

は
「
傷
痍
軍
人
保
護
対
策
審
議
会
」
を
設
置
し
、
傷
痍
軍
人
の
優
遇
政
策
と
し
て
、

「
軍
人
傷
痍
記
章
令
」
の
改
正
等
に
よ
る
名
誉
の
表
彰
、
国
有
鉄
道
・
船
舶
等
の
利

用
の
優
遇
、
恩
給
制
度
の
改
正
、
傷
痍
軍
人
の
職
業
教
育
の
向
上
と
一
般
国
民
の
教

化
、
療
養
所
・
職
業
再
教
育
施
設
・
職
場
確
保
の
充
実
な
ど
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
、
昭
和
十
三
年
に
は
傷
兵
保
護
院
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

21

。）

そ
し
て
、
昭
和
十
三
年
「
軍
人
傷
痍
記
章
令
」
が
改
正
さ
れ
、
国
の
政
策
と
し
て

傷
痍
軍
人
の
名
誉
を
表
す
た
め
に
、
従
来
の
人
の
眼
を
惹
か
な
い
黒
ず
ん
だ
陰
気
な

も
の
か
ら
、
荘
重
、
美
麗
な
新
た
な
デ
ザ
イ
ン
で
制
作
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た（

22

。）

日

名
子
制
作
の
新
し
い
記
章
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
桜
や
楯
な
ど
、
今
ま
で
の
記
章
の
デ
ザ

イ
ン
要
素
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
日
名
子
が
良
く
用
い
た
古
代
の
楯
、
日
名
子
が
『
日

本
書
紀
』
に
あ
る
と
い
う
平
根
桜
透
の
鏃
、
武
神
な
ど
を
う
ま
く
組
み
合
わ
せ
て
、

光
り
輝
く
よ
う
な
、
目
立
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

今
ま
で
に
授
与
さ
れ
た
楯
形
の
記
章
は
、
新
し
い
記
章
と
交
換
が
で
き
、
あ
わ
せ

て
傷
痍
軍
人
証
と
傷
痍
軍
人
電
車
乗
車
券
が
支
給
さ
れ
た
。
恩
給
を
ま
だ
受
け
取
れ

な
い
現
役
の
軍
人
も
授
与
の
対
象
に
な
り
、
地
方
長
官
は
記
章
授
与
者
の
台
帳
を
作

成
し
、
傷
痍
軍
人
を
保
護
す
る
こ
と
に
な
っ
た（

23

。）

こ
の
記
章
は
傷
痍
軍
人
の
名
誉
を
象
徴
す
る
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
色
々
な
も
の
に
使

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
傷
兵
保
護
院
が
製
作
し
た
口
絵
４
の
絵
葉
書
に
は
、
記
章

が
大
き
く
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
、「
傷
痍
の
記
章

護
国
の
光
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
記
章
を
付
け
、
杖
を
つ
い
た
人
物
に
子
ど
も
が
花
束
を
手
渡
す
絵
柄
の
図
10
の

絵
葉
書
に
は
、「
名
誉
の
負
傷
に
変
ら
ぬ
感
謝
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
傷
痍
軍
人
が
、

国
を
護
っ
た
「
名
誉
の
負
傷
者
」
で
あ
る
こ
と
を
国
民
に
広
く
宣
伝
し
、
か
つ
傷
痍

軍
人
に
は
、
そ
れ
に
よ
り
自
分
の
傷
が
国
を
護
る
た
め
に
負
っ
た
特
別
な
も
の
で
あ

る
と
い
う
意
識
を
持
た
せ
、
総
力
戦
を
進
め
る
た
め
の
人
材
と
し
て
再
度
活
用
す
る

意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
傷
痍
軍
人
に
は
、
陸
軍
大
臣
・
海
軍
大
臣
か
ら
、「
戦
傷
奉
公
杖
」
が
贈
ら

れ
た
。
ス
テ
ッ
キ
専
門
店
、
銀
座
タ
カ
ゲ
ン
（
当
時
、
高
橋
商
店
）
が
、
傷
兵
保
護
院

よ
り
戦
傷
者
及
び
同
失
明
者
に
対
し
贈
る
「
戦
傷
奉
公
杖
」
を
製
作
す
る
特
命
受
注

を
受
け
た
こ
と
が
同
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
昭

図10

図11
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和
十
五
年
に
は
、
陸
軍
省
よ
り
新
た
に
戦
傷
者
保
護
の
杖
の
設
計
製
作
を
依
頼
さ
れ
、

日
名
子
実
三
の
「
荒
鷲
」
を
握
り
部
分
に
取
り
付
け
た
奉
公
杖
を
製
作
し
、
通
し
番

号
を
刻
印
し
、終
戦
ま
で
軍
に
納
め
た
と
あ
る（
図
11
）。そ
し
て
、昭
和
十
六
年
に
は
、

海
軍
省
よ
り
海
軍
関
係
の
戦
傷
者
用
杖
の
製
作
を
依
頼
さ
れ
、同
じ
く
日
名
子
の「
錨
」

の
形
を
半
分
に
し
た
型
を
握
り
の
部
分
に
取
り
付
け
た
杖
を
製
作
し
た
。
日
名
子
は
、

昭
和
十
三
年
よ
り
、
陸
軍
省
、
海
軍
省
の
嘱
託
に
な
っ
て
お
り（

24

、）

軍
関
係
の
ブ
ロ
ン

ズ
像
、
牌
な
ど
も
制
作
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
目
に
見
え
る
形
で
、
傷
痍
軍
人
に
対
し
て
国
家
や
軍
よ
り
「
名
誉

の
負
傷
」
を
示
す
記
章
や
杖
を
授
与
す
る
こ
と
は
、
傷
痍
軍
人
の
意
識
を
国
家
に
協

力
す
る
方
向
に
導
く
の
と
同
時
に
、
こ
れ
か
ら
戦
争
に
動
員
さ
れ
て
い
く
国
民
に
対

し
て
は
、
厭
戦
感
情
を
抑
え
、
戦
意
高
揚
を
維
持
さ
せ
る
効
果
を
狙
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。そ
れ
に
、日
名
子
実
三
の
デ
ザ
イ
ン
が
大
き
な
力
を
発
揮
し
た
と
言
え
る
。

そ
し
て
、
傷
痍
軍
人
の
記
章
の
デ
ザ
イ
ン
は
戦
後
も
生
き
続
け
る
。
日
名
子
の
記

章
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
に
設
立
さ
れ
た
日
本
傷
痍
軍
人

会
の
会
旗
（
し
ょ
う
け
い
館
蔵
）
の
デ
ザ
イ
ン
に
使
用
さ
れ
、
図
12
の
会
の
徽
章
は
、

図12

図13

中
央
の
武
神
を
菊
の
紋
章
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
図
13
の
三
重
県
傷

痍
軍
人
会
の
結
成
二
十
周
年
記
念
の
文
鎮
の
よ
う
に
、
色
々
な
記
念
品
に
こ
の
デ
ザ

イ
ン
が
使
用
さ
れ
、
ま
さ
に
戦
後
も
傷
痍
軍
人
を
象
徴
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

三

八
咫
烏
の
日
中
戦
争
従
軍
記
章

最
後
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
日
中
戦
争
の
従
軍
記
章
で
あ
る
。
従
軍
記
章
と
は
、

そ
の
人
が
従
軍
し
た
こ
と
を
国
が
証
明
・
表
彰
す
る
も
の
で
、
戦
闘
で
の
軍
功
の
有

無
や
階
級
に
関
係
な
く
、
要
件
を
満
た
せ
ば
民
間
人
に
も
授
与
さ
れ
た
。
こ
の
「
支

那
事
変
従
軍
記
章
」
を
デ
ザ
イ
ン
し
、
原
型
を
制
作
し
た
の
も
日
名
子
実
三
で
あ
る
。

図
14
の
表
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
鳥
は
八
咫
烏
だ
が
、
よ
く
見
る
と
足
が
二
本
し
か
な

い
こ
と
に
気
が
付
く
。
日
名
子
が
そ
れ
以
前
に
デ
ザ
イ
ン
し
た
大
日
本
蹴
球
協
会
や
、

帝
国
軍
人
後
援
会
関
係
の
八
咫
烏
は
す
べ
て
三
本
足
で
あ
っ
た
。
で
は
、
な
ぜ
こ
の

従
軍
記
章
は
二
本
足
な
の
だ
ろ
う
か
。

従
軍
記
章
は
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）、
台
湾
出
兵
の
「
明
治
七
年
従
軍
記
章
」

か
ら
太
平
洋
戦
争
の
「
大
東
亜
戦
争
従
軍
記
章
」
ま
で
全
部
で
八
種
類
が
制
定
・
発

行
さ
れ
、
そ
の
う
ち
、
満
州
事
変
・
第
一
次
上
海
事
変
の
「
昭
和
六
年
乃
至
九
年
事

変
従
軍
記
章
」「
支
那
事
変
従
軍
記
章
」「
大
東
亜
戦
争
従
軍
記
章
」
の
三
つ
の
従
軍

記
章
を
日
名
子
実
三
が
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
る
。

従
軍
記
章
は
、
国
が
従
軍
し
た
こ
と
を
個
人
に
証
明
す
る
も
の
で
、
発
行
に
あ
た

っ
て
は
、
内
閣
の
賞
勲
局
の
所
管
で
、
そ
の
つ
ど
勅
令
に
よ
り
記
章
の
授
与
対
象
者

や
図
柄
が
定
め
ら
れ
、
製
造
は
造
幣
局
が
担
当
し
た
。
図
14
の
八
咫
烏
の
日
中
戦
争

従
軍
記
章
も
「
支
那
事
変
従
軍
記
章
令
」
が
制
定
さ
れ
、
こ
の
記
章
が
製
作
さ
れ
る
。

国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
「
支
那
事
変
従
軍
記
章
令
ヲ
定
ム
」（
以
後
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戦時下、日名子実三が関わった三つの記章―その改正の背景と図案変更について—

「
記
章
令
ヲ
定
ム
」
と
略
す
）
の
検
討
に
よ
り
、
八
咫
烏
の
足
が
二
本
足
と
な
っ
た
経

緯
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

従
軍
記
章
は
、
栄
典
に
関
す
る
こ
と
で
内
閣
の
賞
勲
局
が
原
案
作
成
を
担
当
し
た
。

「
記
章
令
ヲ
定
ム
」
に
よ
る
と
「
支
那
事
変
従
軍
記
章
令
」
は
、
賞
勲
局
総
裁
が
昭
和

十
四
年
（
一
九
三
九
）
二
月
九
日
に
案
を
内
閣
に
提
出
し
、
七
月
六
日
閣
議
決
定
後
、

枢
密
院
に
諮
詢
し
て
、
七
月
十
九
日
に
枢
密
院
で
可
決
し
、
天
皇
へ
の
上
奏
を
経
て
、

七
月
二
十
六
日
に
公
布
さ
れ
て
い
る
。
賞
勲
局
が
二
月
に
勅
令
案
を
提
出
し
て
か
ら

七
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
る
ま
で
、
約
五
ヵ
月
も
の
時
間
を
要
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

賞
勲
局
が
内
閣
に
提
出
し
た
案
と
内
閣
が
枢
密
院
に
諮
詢
し
た
案
と
を
比
べ
る
と
、

図
15
の
よ
う
に
、
記
章
の
表
面
の
図
に
違
い
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

右
側
が
賞
勲
局
案
、
左
側
が
内
閣
案
で
、
賞
勲
局
案
の
八
咫
烏
の
足
が
三
本
な
の

に
対
し
、
内
閣
案
で
は
二
本
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。
内
閣
の
中
で
、
八
咫
烏
の
足
を

三
本
に
す
る
か
、
二
本
に
す
る
か
の
検
討
が
行
わ
れ
、
変
更
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
記
章
の
制
作
過
程
で
最
初
期
で
あ
る
粘
土
原
型
の
写
真
が
残
さ
れ
て
お
り
、

日
名
子
の
最
初
の
デ
ザ
イ
ン
は
三
本
足
で
あ
り（

25

、）

そ
の
方
向
で
制
作
が
進
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、内
閣
の
議
論
の
過
程
で
、ど
の
よ
う
に
し
て
足
の
数
が
変
わ
っ
た
の
か
。

「
記
章
令
ヲ
定
ム
」
に
は
、
賞
勲
局
が
作
成
し
た
と
思
わ
れ
る
「
支
那
事
変
従
軍
記
章

解
説
」、
内
閣
の
「
頭
八
咫
烏
考
証
」、
陸
軍
の
「
支
那
事
変
従
軍
記
章
図
案
八
咫
烏

ノ
足
ニ
付
テ
」
と
い
う
資
料
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
時
間
を
か
け
八
咫
烏
の
図
案
の

検
討
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

賞
勲
局
の
「
解
説
」
で
は
、
満
州
事
変
と
日
中
戦
争
は
、
互
い
に
関
連
す
る
の
で
、

記
章
も「
二
部
作
」と
す
る
の
が
適
当
と
考
え
、満
州
事
変
の
従
軍
記
章（
図
16
）で
は
、

神
武
天
皇
が
東
征
の
時
現
れ
た
「
霊
鵄
（
金
鵄
）」
を
デ
ザ
イ
ン
に
使
用
し
た
も
の

図14

図15
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内
閣
案
が
作
成
さ
れ
、
勅
令
が
制
定
さ
れ
二
本
足
の
八
咫
烏
の
従
軍
記
章
が
製
作
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
二
月
に
賞
勲
局
が
内
閣
に
案
を
提
出
し
た
最
初
の
閣
議
で
は
、
こ
の
よ

う
な
検
討
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
、「
記
章
令
ヲ
定
ム
」
の
最
後
の
資
料
に
は
、

四
月
二
十
四
日
付
で
、
閣
議
決
定
し
た
勅
令
案
を
上
申
す
る
と
い
う
大
臣
の
花
押
が

記
載
さ
れ
た
文
書
一
枚
が
あ
り
、
そ
の
上
に
付
箋
で
「
本
件
ハ
各
大
臣
ノ
花
押
ア
ル

モ
未
ダ
閣
議
決
定
ト
セ
ズ
保
留
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ

昭
和
十
四
年
五
月
九
日
」

と
付
け
ら
れ
て
い
る
。
一
度
閣
議
決
定
を
経
た
も
の
の
、
何
ら
か
の
事
情
で
ス
ト
ッ

プ
が
か
け
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

で
は
誰
が
そ
の
問
題
を
提
議
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
こ
の
従
軍
記
章
以
前
に
、

少
額
貨
幣
の
デ
ザ
イ
ン
で
八
咫
烏
の
足
の
数
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
昭
和
十
二
年

（
一
九
三
七
）
の
日
中
戦
争
開
戦
の
後
、
昭
和
十
三
年
四
月
に
は
国
家
総
動
員
法
が
制

定
さ
れ
、
同
年
六
月
に
は
「
臨
時
通
貨
法
」
が
施
行
さ
れ
る
。
軍
需
物
資
と
し
て
、

特
殊
金
属
の
需
要
が
高
ま
り
、
貨
幣
の
素
材
も
変
え
ざ
る
を
え
ず
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

な
ど
を
素
材
と
し
た
少
額
貨
幣
が
造
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
第
一
期
臨
時
補
助

貨
幣
の
デ
ザ
イ
ン
・
図
案
は
懸
賞
で
一
般
か
ら
公
募
さ
れ
た
。
そ
の
条
件
は
「
日
本

精
神
を
宣
揚
す
る
も
の
た
る
べ
き
こ
と
」
で
従
来
の
例
に
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
短

い
期
間
で
応
募
総
数
九
万
三
千
点
を
超
え
、
造
幣
局
で
候
補
を
選
び
大
蔵
省
の
審
査

委
員
会
に
提
出
し
図
案
が
検
討
さ
れ
た
。
審
査
特
別
委
員
は
理
財
局
長
、
造
幣
局
技

師
、
津
田
信
夫
、
和
田
三
造
、
高
村
豊
周
、
斎
藤
素
巖
、
日
銀
副
総
裁
の
七
名
で
慎

重
に
審
議
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
一
銭
の
裏
の
図
柄
に
採
用
さ
れ
た
の
が
八
咫
烏
で
あ

っ
た
。「
八
咫
烏
は
其
着
想
卓
越
し
、
最
も
優
良
な
り
、
強
い
て
非
難
す
る
と
せ
ば
足

の
表
現
法
稚
拙
な
り
」
と
審
査
員
の
評
価
を
受
け
た
。
し
か
し
、
こ
の
図
案
は
、
多

く
の
問
題
を
生
み
、
修
正
加
筆
の
条
件
が
付
け
ら
れ
、
造
幣
局
で
新
し
い
図
案
を
製

は
、
陸
海
軍
の
燦
然
た
る
戦
績
を
讃
え
る
と
と
も
に
、
日
清
・
日
露
両
戦
役
従
軍
記

章
図
案
を
復
活
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
今
ま
で
の
従
軍
記
章
の
デ
ザ
イ
ン
を
取
り
入

れ
て
い
る
の
も
日
名
子
ら
し
い
。
そ
し
て
、
付
属
金
具
は
、
満
州
事
変
の
従
軍
記
章

と
同
じ
で
、『
古
事
記
』
に
現
れ
る
瑞
草
「
あ
め
の
ひ
か
げ
の
か
つ
ら
」
を
用
い
た
と

い
う
。
随
所
に
古
代
の
要
素
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

足
の
数
に
つ
い
て
は
、
天
皇
が
即
位
す
る
時
紫
宸
殿
の
前
庭
に
建
て
る
「
御
像
幢
」

に
赤
く
三
本
足
の
鳥
が
描
か
れ
、
日
本
や
中
国
の
文
献
に
も
三
本
足
の
烏
の
表
現
が

あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
内
閣
の
「
考
証
」
で
は
、

六
頁
に
渡
る
考
察
を
行
い
、
八
咫
烏
が
三
本
足
と
い
う
根
拠
を
否
定
し
、「
黒
羽
二
足

タ
ル
コ
ト
断
シ
テ
疑
ヒ
無
キ
ナ
リ
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
陸
軍
か
ら
は
「
神
武

天
皇
ヲ
導
キ
タ
ル
八
咫
烏
ヲ
三
本
足
ト
ナ
サ
ン
ト
ス
ル
ハ
支
那
ノ
陽
烏
（
筆
者
注
、

太
陽
の
中
に
い
る
三
本
足
の
烏
）
ト
混
同
セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
適
当
ナ
ラ
ス

二
本
足
ト

ナ
ス
ヲ
可
ト
ス
」
と
い
う
意
見
が
付
け
ら
れ
、
そ
の
理
由
と
し
て
最
後
に
「
今
殊
更

三
本
足
ト
ナ
シ
テ
支
那
流
ニ
阿
ル
要
ナ
ク
況
ン
ヤ
支
那
克
服
ノ
従
軍
記
章
ニ
之
ヲ
使

用
ス
ル
ハ
適
当
ナ
ラ
ス
」
と
三
本
足
は
中
国
流
で
中
国
に
勝
つ
た
め
の
従
軍
記
章
と

し
て
適
当
で
な
い
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
検
討
を
踏
ま
え
、
内
閣
、
陸
軍
の
意
見
に
従
い
、
二
本
足
の
図
柄
の

で
、
今
回
も
東
征
の
時
に
現
れ

た
「
八
咫
烏
」
を
使
用
し
、
と

も
に
神
の
導
く
ま
ま
に
進
む
皇

軍
が
正
義
の
軍
で
あ
る
こ
と
を

象
徴
し
た
と
解
説
し
て
い
る
。

ま
た
、
図
14
の
表
の
デ
ザ
イ
ン

に
軍
旗
と
軍
艦
旗
を
配
し
た
の

図16
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戦時下、日名子実三が関わった三つの記章―その改正の背景と図案変更について—

作
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
に
、
八
咫
烏
の
足
の
数
に
つ
い
て
、
各
方
面
の
意
見

を
参
考
と
し
て
、
当
選
図
の
三
本
が
二
本
に
描
き
改
め
ら
れ
た（

26

。）

た
だ
、
そ
の
理
由

は
明
ら
か
で
な
い
。

こ
の
一
銭
の
黄
銅
の
補
助
貨
幣
は
、
昭
和
十
三
年
六
月
よ
り
製
造
さ
れ
る
が
、
軍

需
に
よ
る
銅
の
需
要
が
い
よ
い
よ
高
ま
り
、
十
一
月
か
ら
は
、
図
17
の
よ
う
な
ひ
と

ま
わ
り
小
さ
い
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
貨
幣
と
し
て
製
造
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
表
の
デ
ザ

イ
ン
に
つ
い
て
の
審
査
委
員
の
評
価
で
は
、
中
央
の
八
咫
鏡
の
形
か
ら
波
の
立
つ
海

を
描
い
た
の
は
、
波
が
「
現
在
日
本
の
関
係
を
象
徴
」
し
た
も
の
で
、
素
晴
ら
し
い

技
巧
で
あ
る
と
し
て
い
る（

27

。）

「
支
那
事
変
従
軍
記
章
令
」
が
制
定
さ
れ
る
前
年
に
、
大
蔵
省
造
幣
局
に
お
い
て
、

貨
幣
の
図
案
で
八
咫
烏
の
足
の
数
を
め
ぐ
り
議
論
が
起
こ
り
、「
各
方
面
の
意
見
を
参

考
と
し
て
」
三
本
足
が
二
本
足
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

「
支
那
事
変
従
軍
記
章
令
」
の
公
布
へ
の
手
続
き
が
進
め
ら
れ
れ
ば
、
当
然
従
軍
記

章
を
製
造
す
る
大
蔵
省
造
幣
局
に
話
が
行
き
、
そ
の
際
に
、
約
一
年
前
の
一
銭
貨
幣

の
八
咫
烏
の
議
論
が
再
燃
し
、
そ
れ
が
大
蔵
省
を
通
じ
て
内
閣
に
上
げ
ら
れ
、
決
定

が
保
留
と
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
推
測
に
す
ぎ
な
い
。

造
幣
局
の
嘱
託
で
も
あ
っ
た
日
名
子
実
三
が
、
こ
の
事
情
を
承
知
し
て
い
た
か
否

か
は
、
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
記
章
の
粘
土
原
型
が
三

本
足
で
制
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
日
名
子
は
三
本
足
の
八
咫
烏
の
デ
ザ
イ
ン

を
考
え
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

前
述
し
た
、
帝
国
軍
人
後
援
会
の
八
咫
烏
の
徽
章
は
、
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）

に
登
場
し
、
昭
和
十
三
年
十
二
月
の
会
の
解
散
に
よ
り
、
そ
の
役
割
を
終
え
る
。
そ

し
て
、
そ
の
翌
年
の
昭
和
十
四
年
、
日
名
子
実
三
は
、「
支
那
事
変
従
軍
記
章
」
の
図

案
に
「
八
咫
烏
」
を
採
用
す
る
。
口
絵
１
の
帝
国
軍
人
後
援
会
の
徽
章
と
図
14
の
「
支

那
事
変
従
軍
記
章
」
の
八
咫
烏
の
図
案
を
比
較
す
る
と
、「
従
軍
記
章
」
が
よ
り
リ
ア

ル
な
表
現
で
あ
る
が
、
八
咫
烏
が
嘴
を
左
に
向
け
、
両
翼
の
先
を
上
に
円
形
に
広
げ

た
形
は
同
じ
で
、
羽
先
で
挟
み
込
む
六
角
星
の
位
置
に
菊
の
紋
章
を
配
し
て
い
る
。

デ
ザ
イ
ン
と
し
て
は
、
全
体
的
に
共
通
点
が
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
足
の

数
は
、
そ
れ
ま
で
日
名
子
が
描
い
て
い
た
三
本
足
か
ら
二
本
足
に
変
更
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
、
日
名
子
実
三
が
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
を
知
る
資
料
は

今
の
と
こ
ろ
見
あ
た
ら
な
い
。

お
わ
り
に

以
上
、
日
名
子
実
三
が
デ
ザ
イ
ン
に
関
わ
っ
た
三
つ
の
記
章
に
つ
い
て
見
て
き
た
。

今
ま
で
の
記
章
を
改
正
し
、
新
た
な
も
の
を
制
作
し
た
背
景
、
意
味
合
い
と
し
て
は
、

帝
国
軍
人
後
援
会
の
八
咫
烏
の
徽
章
は
、
会
の
存
続
を
か
け
た
宣
伝
広
報
活
動
へ
の

活
用
、
軍
人
傷
痍
記
章
に
つ
い
て
は
、
戦
争
を
遂
行
す
る
た
め
の
政
策
と
し
て
、
傷

痍
軍
人
や
国
民
の
厭
戦
感
情
を
弱
め
、
戦
意
を
高
め
る
効
果
を
期
待
し
て
行
わ
れ
た

図17
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か
ら
見
る
拝
殿
を
描
い
た
図
柄
を
も
と
に
、「
護
国
亀
鑑
」
牌
額
の
金
属
レ
リ
ー
フ
が

製
作
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
新
し
い
「
牌
」
に
は
、
陸
軍
省
が
既
に
冊
子
と
し
て
発

行
し
て
い
る
、
言
わ
ば
、
陸
軍
省
公
認
の
図
案
を
使
用
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に

は
「
殉
国
相
伝
牌
」（
図
5
）
な
ど
に
見
ら
れ
た
日
名
子
が
得
意
と
す
る
古
代
の
要
素

は
全
く
無
く
な
っ
て
い
る
。そ
し
て
、こ
の「
牌
」が
出
来
上
が
っ
た
と
い
う
記
事
が
、

昭
和
十
四
年
五
月
三
十
一
日
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る（

28

。）

こ
の
時
期
は
、
日
名
子

が
デ
ザ
イ
ン
し
た
三
本
足
の
八
咫
烏
の
日
中
戦
争
従
軍
記
章
の
図
案
決
定
が
内
閣
で

保
留
さ
れ
、
検
討
さ
れ
て
い
た
時
期
と
重
な
り
大
変
興
味
深
い
。
こ
の
よ
う
な
経
緯

か
ら
、
以
前
に
制
作
し
た
靖
国
神
社
の
絵
を
「
牌
」
の
図
案
と
し
て
利
用
し
た
可
能

性
も
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
時
期
、
日
名
子
実
三
は
大
事
業
に
携
わ
っ
て
い
た
。
紀
元

二
千
六
百
年
宮
崎
県
奉
祝
会
か
ら
昭
和
十
三
年
に
設
計
を
委
嘱
さ
れ
た
「
八
紘
之
基

柱
」
の
制
作
で
あ
る
。
昭
和
十
四
年
三
月
に
模
型
が
完
成
し
、
五
月
二
十
日
に
起
工

式
が
行
わ
れ
、
翌
年
十
一
月
二
十
五
日
に
竣
工
し
て
い
る
。
そ
の
形
状
は
、
宮
崎
神

宮
で
得
た
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
、
参
拝
の
際
に
見
た
御
幣
に
、『
古
事
記
』『
日

を
継
承
し
た
も
の
と
言
え
る
。

図
19
の
『
戦
没
将
兵
の
遺
族
の
為
に
』
は
遺
族

の
こ
れ
か
ら
の
生
活
の
参
考
と
す
る
し
お
り
と
し

て
、
陸
軍
省
が
作
成
し
た
冊
子
で
、
表
紙
の
絵
は
、

日
名
子
実
三
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
作
成
さ
れ
た

時
期
は
、
冊
子
の
中
で
軍
人
を
援
護
す
る
団
体
と

し
て
、
帝
国
軍
人
後
援
会
等
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

の
で
、
恩
賜
財
団
軍
人
援
護
会
の
結
成
前
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
表
紙
の
靖
国
神
社
の
神
門

こ
と
が
分
か
っ
た
。
記
章
が
、
戦
前
の
国
民
に
と
っ
て
、
自
身
の
「
名
誉
」
を
表
す

も
の
で
、
行
事
等
の
際
に
身
に
付
け
、
周
囲
に
そ
れ
を
示
す
し
る
し
で
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
そ
の
デ
ザ
イ
ン
が
重
要
で
あ
り
、
本
人
に
「
名
誉
」
の
意
識
を
持
た
せ
、
周

囲
の
眼
を
惹
く
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
デ
ザ
イ
ン
に
大
き
く
関
わ
っ
た
の
が
日
名
子
実
三
で
あ
っ
た
。
日

名
子
は
、
大
戦
間
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
の
経
験
か
ら
、
日
本
の
伝
統
、
歴
史
に
興
味

を
持
ち
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
登
場
す
る
色
々
な
要
素
を
、
そ
れ
ま
で

の
記
章
の
デ
ザ
イ
ン
を
う
ま
く
取
り
入
れ
な
が
ら
融
合
さ
せ
、
戦
時
下
の
国
民
に
受

け
る
よ
う
な
記
章
の
図
案
を
制
作
し
た
。

し
か
し
、
日
中
戦
争
従
軍
記
章
の
八
咫
烏
の
よ
う
に
、
戦
時
下
の
軍
の
政
策
意
図

な
ど
に
よ
り
、
日
名
子
の
デ
ザ
イ
ン
が
変
更
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

最
後
に
、
日
名
子
実
三
の
関
わ
っ
た
「
護
国
亀
鑑
」
の
牌
額
（
図
18
）
に
つ
い
て

紹
介
す
る
。「
亀
鑑
」
と
は
手
本
と
い
う
意
味
で
、
恩
賜
財
団
軍
人
援
護
会
が
、
昭
和

十
四
年
（
一
九
三
九
）
か
ら
、
一
家
で
二
人
以
上
の
戦
死
者
を
出
し
た
家
庭
に
贈
っ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
帝
国
軍
人
後
援
会
が
始
め
た
「
殉
国
相
伝
牌
」
の
事
業
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戦時下、日名子実三が関わった三つの記章―その改正の背景と図案変更について—

デ
ザ
イ
ン
の
人
気
が
こ
の
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。

注（
１
）

「
記
章
」
は
「
徽
章
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
基
本
的
に
元
資
料  

　
　
　
　
に
基
づ
き
記
載
す
る
。
た
だ
し
、
総
称
し
て
使
用
す
る
際
に
は
「
記
章
」
と
表
記
す
る
。

（
２
）

広
田
肇
一
『
日
名
子
実
三
の
世
界

︱
昭
和
初
期
彫
刻
の
鬼
才

︱
』
思
文
閣
出
版
、

　
　
　
　
二
〇
〇
八
年
、
三
頁
か
ら
四
頁
。

（
３
）

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り

帝
国
軍
人
後
援
会
編
『
社
団
法
人

　
　
　
　
帝
国
軍
人
後
援
会
史
』、
帝
国
軍
人
後
援
会
、
一
九
四
〇
年
、
一
八
九
頁
。

（
４
）

前
掲
注
３
、五
頁
か
ら
七
頁
。

（
５
）

軍
人
遺
族
救
護
義
会
「
軍
人
遺
族
救
護
義
会
定
款
」、
付
則
と
し
て
明
治
三
十
一
年
十
二

　
　
　
　
月
十
八
日
評
議
員
会
議
決
と
あ
る
冊
子
。

（
６
）

前
掲
注
３
、三
〇
頁
、
五
九
頁
か
ら
六
〇
頁
。

（
７
）

前
掲
注
３
、四
三
頁
か
ら
四
四
頁
。

（
８
）

前
掲
注
３
、五
二
頁
か
ら
五
七
頁
。

（
９
）

前
掲
注
３
、八
五
頁
か
ら
八
六
頁
。

（
10
）

前
掲
注
３
、一
八
三
頁
。

（
11
）

前
掲
注
３
、一
八
五
頁
。

（
12
）

前
掲
注
３
、一
三
八
頁
。

（
13
）

前
掲
注
３
、一
三
五
頁
か
ら
一
三
六
頁
。
こ
の
贈
与
は
す
ぐ
に
既
往
の
対
外
戦
争
に
も
拡

　
　
　
　
張
さ
れ
、
十
二
月
ま
で
に
伝
達
者
は
四
三
府
県
三
七
一
家
族
に
達
し
た
と
あ
る
。

（
14
）

前
掲
注
２
、九
六
頁
。

（
15
）

前
掲
注
３
、一
四
一
頁
。

（
16
）

那
智
勝
浦
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
八
咫
烏
と
日
本
サ
ッ
カ
ー
の
生
み
の
親

中
村
覚
之
助
」。

　
　
　
　
二
〇
二
一
年
十
一
月
十
六
日
閲
覧
。

（
17
）

前
掲
注
３
、一
四
一
頁
か
ら
一
四
五
頁
。
昭
和
九
年
二
二
万
一
八
一
四
名
だ
っ
た
会
員
数

図20

本
書
紀
』
に
登
場
す
る
神
武
天
皇

の
兄
で
あ
る
五い
つ

瀬せ
の

命み
こ
とが
楯
を
建
て

て
男
叫
び
し
た
こ
と
を
思
い
、
そ

の
楯
を
組
み
合
わ
せ
て
、
萌
え
騰

が
る
感
じ
を
表
し
た
と
い
う（

29

。）

そ

し
て
、
正
面
に
秩
父
宮
雍
仁
親
王

筆
の
「
八
紘
一
宇
」
の
文
字
、
基

柱
の
四
隅
に
は
、
武
人
、
商
人
、

漁
人
、
農
人
の
四
魂
像
と
呼
ば
れ

る
神
代
の
像
が
配
さ
れ
た
。
こ
の

中
の
武
人
像
は
、
ポ
ー
ズ
は
異
な

る
が
「
殉
国
相
傳
伝
牌
」（
図
5
）

の
「
武
神
」
像
と
重
な
る
。「
武

人
像
」
は
終
戦
後
撤
去
さ
れ
、
戦

後
に
復
元
さ
れ
た
像
が
現
在
置
か

れ
て
い
る
。
そ
の
楯
の
上
部
の
丸

い
紋
の
中
に
い
る
鳥
は
二
本
足
だ

が
、
日
名
子
の
完
成
原
型
で
は
明

ら
か
に
八
咫
烏
で
、
足
は
三
本
で
あ
っ
た（

30

。）

そ
れ
が
戦
後
の
復
元
の
時
に
変
わ
っ
た

の
か
、
戦
前
に
日
名
子
の
原
型
か
ら
像
を
製
作
す
る
時
に
変
更
さ
れ
た
も
の
か
、
そ

の
経
緯
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

こ
の
記
念
碑
は
、
後
に
切
手
や
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
十
一
月
発
行
の
日
本

銀
行
券
の
「
十
銭
券
」
の
図
案
（
図
20
）
と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
で
、
全
国
的
に

知
ら
れ
た
記
念
碑
と
な
っ
た（

31

。）

戦
時
下
の
日
本
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
日
名
子
実
三
の
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は
、
記
念
式
典
が
開
催
さ
れ
た
昭
和
十
一
年
末
に
は
二
七
万
八
一
六
三
名
、
昭
和
十
二

　
　
　
　
年
末
に
は
三
一
万
七
三
八
一
名
に
な
っ
た
。

（
18
）

神
戸
大
学
経
済
経
営
研
究
所
新
聞
記
事
文
庫

軍
事
（
国
防
）（
四
五
︱

〇
六
〇
）『
大

　
　
　
　
阪
毎
日
新
聞
』、
昭
和
十
三
年
八
月
三
日
の
記
事
。

（
19
）

松
田
英
里
「「
一
時
賜
金
癈
兵
」
の
増
加
恩
給
獲
得
運
動
︱
運
動
に
お
け
る
戦
争
体
験
の

　
　
　
　
も
つ
意
味
︱
」『
一
橋
社
会
科
学

五
』、
二
〇
一
三
年
、
五
一
頁
か
ら
五
五
頁
。

（
20
）

前
掲
注
19
、
五
五
頁
か
ら
五
六
頁
。

（
21
）

金
蘭
九
「
戦
前
・
戦
中
期
に
お
け
る
傷
痍
軍
人
援
護
政
策
に
関
す
る
研
究
︱
職
業
保
護

　
　
　
　

対
策
の
日
韓
比
較
︱
」『
九
州
看
護
福
祉
大
学
紀
要

七
︱

一
』、
二
〇
〇
五
年
、
四
八

　
　
　
　
頁
か
ら
五
〇
頁
。

（
22
）

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り

大
蔵
省
造
幣
局
編
『
造
幣
局
七
十

　
　
　
　
年
史
』、
一
九
四
二
年
、
七
五
頁
か
ら
七
六
頁
。

（
23
）

『
海
行
か
ば
』第
八
五
号
付
録
、海
軍
省
構
内
海
行
か
ば
発
行
所
、一
九
三
八
年
九
月
一
日
。

（
24
）

前
掲
注
２
、
略
歴
ⅳ
。

（
25
）

前
掲
注
２
、一
〇
一
頁
か
ら
一
〇
二
頁
。

（
26
）

前
掲
注
22
、
四
八
頁
か
ら
五
〇
頁
。

（
27
）

前
掲
注
22
、
四
九
頁
。

（
28
）

神
戸
大
学
経
済
経
営
研
究
所
新
聞
記
事
文
庫
救
済
お
よ
び
公
益
事
業(
五
︱
一
〇
九)『
報

　
　
　
　
知
新
聞
』
、
昭
和
十
四
年
五
月
三
十
一
日
の
記
事
。
こ
の
時
点
で
、
会
に
報
告
さ
れ
た
対

　
　
　
　

象
の
家
族
は
七
五
六
件
（
一
七
府
県
未
着
）
で
、
中
に
三
人
以
上
の
戦
死
者
を
出
し
た

　
　
　
　
家
庭
が
一
一
件
あ
っ
た
と
い
う
。

（
29
）

前
掲
注
２
、一
二
八
頁
か
ら
一
二
九
頁
。

（
30
）

前
掲
注
２
、一
三
一
頁
か
ら
一
三
二
頁
。

（
31
）

前
掲
注
２
、一
三
一
頁
。

著
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

香
川
芳
文
（
か
が
わ
・
よ
し
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み
）
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
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二
）
神
奈
川
県
生
ま
れ
。

横
浜
国
立
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
社
会
科
教
育
専
攻
修
士
課
程
修
了
。

現
在
、
神
奈
川
県
立
大
井
高
等
学
校
総
括
教
諭
。
戦
時
下
の
小
田
原
地
方
を
記
録
す
る
会
会
員
。
神
奈

川
県
大
井
町
文
化
財
保
護
委
員
。
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作
に
『
小
田
原
地
方
の
本
土
決
戦
』（
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工
房
、
二
〇
〇
八
年
）。




